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む 教 生 第 8 0 号 
令 和 4 年 8 月 2 6 日 

 
 
むつ市長  宮下 宗一郎  様  
 
 

むつ市教育委員会      
教育長  阿部 謙一   

 
 

天然記念物下北半島のサルおよびサル生息北限地の現状変更 

   (捕獲)の許可について(通知) 

 
 
 令和 4 年 6 月 10 日付け、む農水第 138 号で申請のあった現状変更につ

いて、別紙のとおり許可されましたので伝達します。  
なお、実施にあたり条件が付されており、また事業終了後は、事業者か

らの終了報告の提出を受け、青森県教育委員会経由により文化庁長官宛て

進達することになりますので、遺漏のないよう御留意ください。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当 :むつ市教育委員会 生涯学習課  
森田 賢司         
℡  0175-22-1111(内線 3142) 
Fax 0175-22-1488     
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青教文第４０２－１号  
令 和 ４ 年 ８ 月 ５ 日 

 
 

むつ市教育委員会教育長 殿 

 

 

青森県教育委員会 

 教育長 和嶋 延寿 

     （公印省略） 

 

 

天然記念物下北半島のサルおよびサル生息北限地の 

現状変更（捕獲）について（通知） 

 

 

 令和４年６月１４日付けむ教生第８０号で進達のあった標記について、

別添のとおり許可になったのでお知らせします。 

  ついては、申請者に伝達いただくとともに実施上適宜御指導願います。 

  また、事業終了後は結果を示す写真等を添えた終了報告（文化庁長官あ

て）を提出させ、本職に進達願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財保護課文化財グループ  伊藤主幹  
TEL:017-734-9920／FAX017-734-8280 
E-mail：yumiko_ito@pref.aomori.lg.jp 
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４受文庁第４号の６２５   

４文庁第１３８９号  

 

 

むつ市長  

 

 

令和４年６月１０日付けで申請のあった天然記念物下北半島のサルおよ

びサル生息北限地の現状変更（捕獲）を文化財保護法（昭和２５年法律第

２１４号）第１２５条第１項の規定により下記の条件を付して許可します。 

ただし、実施に当たっては、青森県文化財担当部局の指導を受けてくだ

さい。  

なお、許可された期間の延長が必要な場合には、事前に期間変更届を提

出して承認を受けてください。  

また、下記の条件に基づき、文化財保存の観点から、やむを得ずに計画

内容を変更する場合及び軽微な仕様（材質、色、形状）の変更であって、

文化財に配慮したものを行う場合には、事前に計画変更書を提出して承認

を受けてください。  

 

令和４年７月２２日  

文化庁長官  都  倉  俊  一  

 

記  

 

１  捕獲の対象地域は、第二種特定鳥獣管理計画に基づく地域とすること。 

２  実施にあたっては、青森県文化財担当部局の指示を受けること。  

 

 

（注）取消訴訟の提起に関する事項の教示  

１  この処分に不服がある場合は 、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定によ

り、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に 、文化庁長官に対

して審査請求をすることができます（なお、処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には

審査請求をすることができなくなります）。  

２  この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は 、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第

１３９号）の規定により 、この処分があったことを知った日から６か月以内に 、国を被告

として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。） 、東京地方裁判所又は原

告 の 普 通 裁 判 籍 の 所 在 地 を 管 轄 す る 高 等 裁 判 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 地 方 裁 判 所 に 処 分 の

取消しの訴えを提起することがで きます（なお、処分があったことを知った日から６か月

以内であっても、処分の日から１年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります）。  
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サルの捕獲頭数

文化庁申請分 市教委申請分

捕獲
一時捕獲

許可 捕獲 （殺処分）
期間 年度

頭数 頭数 許可 捕獲 許可 捕獲

頭数 頭数 頭数 頭数

H29 58 12

H29.6～
303 95

R元.6 H30 58 3

第２次第二種
R元 58 5

計画期間
R元.9～

230 70
R3.6 R2 56 5

R3.7～ R3 60 5
300 27

R4.7

第３次第二種
R4.8～ R4 66

計画期間 367
R5.8

合計 1,200 192 0 0 356 30
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む教総第１０７１号 

令和４年８月２９日 

小中学校校長各位 

 

むつ市教育委員会 

教育長 阿 部 謙 一 

（公印省略） 

 

抗原検査キット配布センターの活用について 

 

 現在、市内において、新型コロナウイルスの感染が拡大しており、医療機関の受診にかな

りの時間を要しているところであります。 

 市では、「抗原検査キット配布センター」を運営しており、児童生徒も利用可能でありま

すことから、保護者への通知をお願いいたします。 

また、抗原検査キットを用いた検査から診療までの流れは次のとおりでありますので、基

礎疾患がなく、症状が軽い場合は御活用ください。なお、抗原検査の結果が陰性であっても、

症状がある場合は引き続き登校を控えるよう御指導願います。 
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む教総第１０７１号 

令和４年８月２９日 

保護者各位 

 

むつ市教育委員会 

教育長 阿 部 謙 一 

（公印省略） 

抗原検査キット配布センターの活用について 

 

 平素より、市教育行政に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。 

 現在、市内において、新型コロナウイルスの感染が拡大しており、医療機関の受診にかな

りの時間を要しているところであります。 

 市では、「抗原検査キット配布センター」を運営しており、児童生徒の皆様も御利用いた

だくことができます。 

また、抗原検査キットを用いた検査から診療までの流れは次のとおりでありますので、基

礎疾患がなく、症状が軽い場合は御活用ください。なお、抗原検査の結果が陰性であっても、

症状がある場合は引き続き登校を控えるよう御協力をお願いいたします。 
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